
2014年より、ふるさと納税パートナー企業として活躍する九重味淋㈱に、
ふるさと納税を契機に変わったことや自社での取
り組みなどを、ふるさと納税を担当する足立さん
にインタビューしました。

■Ｑ　ふるさと納税での変化は
■Ａ　自社通販では個人のお客様へのPRが不十分と感じていました。ふるさと
納税は、個人のお客様が多く自社を知っていただくきっかけのひとつとなり、
まさに販路拡大の効果を発揮しています。実際に、ふるさと納税をきっかけに
継続してご注文頂いているお客様もいらっしゃいます。

■Ｑ　ふるさと納税での取り組みは
■Ａ　みりんだけに限らず「豚角煮ギフトセット」「みりん屋さんのアイス」など新たな商品でラインナップの
拡充を行っています。また、商品を発送する際に自社パンフレットを同封することにより、宣伝の機会として
も活用しています。
■Ｑ　ふるさと納税に興味があるけれどもまだ始めていない企業へ一言お願いします
■Ａ　自社でECサイトを立ち上げなくても、市が複数のふるさと納税
ポータルサイトを管理しているため、気軽に始められるかと思います。
また、巣籠り需要で通販同様、ふるさと納税も非常に成長している魅
力的な市場です。地場産業の多い市とともに、自社の魅力を伝えるい
い機会になるかと思います。
■Ｑ　最後にひとこと
■Ａ　自社が運営する石川八郎治商店及びRestaurant＆Cafe K庵が3
周年を迎えます。安心安全にお越しできるように新型コロナ対策は万
全にしております。

■問　経営企画課ふるさと応援係　☎95－9866
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新型コロナの影響により減免が受けられる場合があります。
■対　・新型コロナにより、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合

・新型コロナの影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少
が見込まれ、以下の①～③全てに該当する場合

①事業収入などのいずれかの減少額（保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額）が前年
の当該事業収入などの額の10分の３以上

②前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額が1,000万円
以下

③減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
※ただし介護保険料は②を除きます。

対象となる保険税・保険料　4月1日～令和4年3月31日納期限のもの
■申請方法　申請書に必要書類などを添えて令和4年3月31日までに各担当窓口
※必要書類は対象要件により異なるので、詳しくは問い合わせてください。

■問　国保年金課国保係（国民健康保険税について）☎95－9891
高齢介護課介護保険係（介護保険料について）☎95－9889

国民健康保険税・介護保険料の減免

※減免割合は令和2年中の合計所得により変わります。
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国民年金保険料の免除制度

7月から、令和3年度分（7月～令和4年6月）の国民年金保険料の免除申請が可能です。前年中の所得が少ない
など、保険料納付が困難な人は、申請により定額保険料が免除される場合があります。
前回申請時に継続申請を希望した人は申請の必要はありませんが、被保険者本人、配偶者、世帯主の令和2年中
の収入が申告済みであることが必要です。また、免除は申請日から2年1か月前の分まで遡って申請することがで
きます。
■免除の種類　全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除（一定の所得制限あり）

後期高齢者医療保険に加入している人の今年度の保険料などは、以下のとおりです。3年度の保険料は、7月中
旬に届く決定通知書で確認してください。年金や口座振替以外の人は、同封の納付書を使って金融機関で支払って
ください。

※申請は、新型コロナ感染防止の観点から、可能な限り郵送による手続きをお願いします。
■送付先　〒447－8601　松本町28　国保年金課年金係

持ち物

■問　国保年金課医療係　☎95－9892

後期高齢者医療保険

■問　国保年金課年金係　☎95－9893

令和3年度の保険料額＝48,765円＋（令和2年中の所
得金額－基礎控除額）×9.64％
・100円未満は切り捨てで限度額は64万円です。
・所得金額などに応じて均等割額が2～7割軽減され
る場合もあります。

■　限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
限度額適用・標準負担額減額認定証は、入院時の医

療機関窓口での負担（食事代など）が軽減される認定
証です。現在使用している認定証の有効期限は7月31
日㈯です。認定証の交付を受けている人で、3年度も
対象になる人には、8月以降に使用する認定証を7月
下旬に郵送します。

■　新しい保険証を7月中旬に送付します
現在使用している保険証の有効期限は7月31日㈯で
す。8月1日㈰から使用する保険証を7月中旬に簡易書
留郵便で送付します。
有効期限が切れた古い保険証は、細かく裁断するな
どして破棄するか、市役所などに設置している保険証
回収箱へ返却してください。
保険証は有効期限を
過ぎると使用できませ
ん。8月1日㈰以降に
医療機関などで受診す
るときは、必ず新しい
若草色の保険証を提示
してください。

■　令和3年度保険料額

基礎控除額

後期高齢者医療コールセンター
県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療
の保険料と保険証に関するコールセンター（電話窓
口）を開設します。保険料の算定方法や保険証の負
担割合などについては問い合わせてください。

☎0570－011－558
受付　7月12日㈪～8月31日㈫

8時45分～17時15分

・年金手帳
・令和元年12月31日以降に退職した人は、「雇用保険
受給資格者証」、「雇用保険被保険者離職票」、「雇用
保険被保険者資格喪失確認通知書」のいずれか

（コピー可）
・本人確認書類（運転免許証など）

窓口
・「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」（日本年金
機構ホームページから印刷可）
・令和元年12月31日以降に退職した人は、「雇用保険
受給資格者証」、「雇用保険被保険者離職票」、「雇用
保険被保険者資格喪失確認通知書」のいずれかのコ
ピー
・本人確認書類（運転免許証など）のコピー

郵送

所得割額
均等割額 48,765円

9.64%

基礎控除額

2,400万円超2,450万円以下

合計所得金額

2,500万円超

2,400万円以下

2,450万円超2,500万円以下

43万円
29万円

適用なし
15万円
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